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平成30年10月18日(木)19：00～、10月

21日(日)10：00～（パームス東池袋の方は

平成30年10月20日(土)10：00～）の２度

にわたって第11回説明会を行いました。

当日は組合設立に向けた手続きについ

て・補償基準(案)について、権利変換モデ

ル(案)についてコンサルタントより説明が

ありました。多くの方にご参加いただき、

活発な意見交換が行われました。
欠席された方にも、当日の資料一式
をお送りいたしましたので、ご確認
ください。
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 ～ 2024年度

再開発ビルの
完成

ステップ５

準備組合
の設立

ステップ４

ステップ３ステップ２
【現在】

ステップ１

権利変換計画
の認可

組合設立
の認可

補償金を受け取り、工事期
間中の仮住居・仮店舗へ引
越します

個別の権利変換の
内容について、
ご同意いただきます

定款及び具体的な事業の方
針（スケジュール、資金計画
など）について、ご同意いた
だきます

※上記スケジュールは現時点での目標であり、今後の検討や
行政協議等により変更になることがあります。

2018.6.21

2016.3.30

【資料抜粋】今後のステップ
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都市計画
の決定

工事の着手



平成30年6月21日に都市計画決定の告示がされま

したので、いよいよ「市街地再開発組合設立」に向け

て活動していきます。

～ 本ニュース・活動に関するご質問・ご意見等ございましたら下記までお問合せください ～

[南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発準備組合事務局]

事務所TEL：03-5396-7730／ mail：minamiike-c@tokyo.email.ne.jp

編集後記

第5回ヒアリングを開催いたします

現在、第5回ヒアリングを実施してお

ります。今回のヒアリングについては、

権利者の皆さま全員が対象です。まだヒ

アリングの日程が決まっていない方には

事務局よりご連絡させていただきます。

第11回説明会にてご説明させていただ

いた、権利変換モデルの計算方法につい

ても個別で詳しくご説明させていただき

ます。ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。

【準備組合HPも是非ご覧ください】

[URL] http://minamiike-c.wixsite.com/main

事業に係る心配事､ご意見等ございましたら、いつで

も事務局までご相談ください。月曜～金曜 10時から

16時まで開局しております。(土日祝休)

近年、日本でも盛り上がりを見せている

ハロウィン。10/27,28には、世界からコス

プレイヤーが集まる「池袋ハロウィンコス

プレフェス」というイベントがサンシャイ

ン周辺で開催されます。普段から池袋周辺

ではコスプレイヤーを見かけることも多い

ですが、この日は磨きがかった姿を見るこ

とができそうです。
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実施期間

【戸建等権利者様 対象】
平成30年10月22日（月）～12月9日（日）

【パームス東池袋権利者様 対象】
平成30年11月5日（月）～12月9日（日）

実施時間

10時～18時（1～2時間程度）
※土日祝日・時間外も可能です

場所

準備組合事務所
※遠方の方､ご来所が難しい方はご相談ください

内容

●組合設立のご同意について
●ご自身の権利変換モデルについて
（計算方法についても詳しくご説明いたします）

対応者

●コンサルタントおよび事務局員2名程度

税務説明会を開催いたします

平成30年11月８日（木）19：00～税務説明会を開催いたします。皆様とのヒアリングの際に

よく税金に関することについてご質問がございますので、当日会計事務所の方からご説明いただ

きます。別途ご案内もお送りいたしますので、詳細についてはそちらをご覧ください。

http://minamiike-c.wixsite.com/main

